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2024.2.25 宮城県放射線技師会 令和５年度放射線管理士・放射線機器管理士研修会



平成３１年３月 医療法施行規則の一部を改正する省令（平成31年厚生労働省令第21号）

医政発0312第7号の厚生労働省医政局長通知 （医療安全に位置づけ）

医政発0315第4号の厚生労働省医政局長通知 （医薬発１８８号通知の代わり）

医療法改正の歴史 （放射線・医療機器管理）

平成１３年３月 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について（医薬発１８８号通知）

平成１９年３月 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について

医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について

放射線管理のベースとなる考え方を整理

医療安全、患者被ばく管理の考え方を導入

医療機器に係る安全管理の考え方を導入

令和 ２年４月 医療法施行規則の一部を改正する省令（令和2年厚生労働省令第81号）

水晶体の被ばく線量限度を引き下げ

平成３０年６月 医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について (改正通知）

CT・MRI追加、点検指針明示

本日はここに特化して説明
2



改正前 改正後

実効線量 １００ｍSv／５年
５０ｍSv／年

１００ｍSv／５年
５０ｍSv／年

等価線量 眼の水晶体 １５０ｍSv／年 １００ｍSv／５年
５０ｍSv／年

皮膚 ５００ｍSv／年 ５００ｍSv／年

「実効線量」と「眼の水晶体」が同じ線量限度に

等価線量限度の改正（水晶体）

眼の水晶体については、令和３年４月１日以後５年ごとに区分した各期間につき
１００ｍSv及び４月１日を始期とする１年間につき５０ｍSv

医療法施行規則（線量限度）第３０条の２７第２項第１号

令和３年４月
から適用

同じ
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線量限度値引き下げの歴史（等価線量：眼）

年１５０ｍSv超える医療従事者がでることは考えにくい

等価線量
（水晶体）

平成１３年度
以前

令和２年度
以前

令和３年度
以降

年１５０ｍSv 年１５０ｍSv
１００ｍSv／５年

５０ｍSv／年

５年で100ｍSv超える医療従事者がでてくる可能性あり

改正前

改正後

問題！
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１年間と５年間で管理する線量限度

● ５年間の平均で 「 ２０ｍSｖ／１年」 ではない （条件①の間違い）

● ５年間の累積で 「２５０ｍSv／ ５年」 ではない （条件②の間違い）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

１００ｍSｖ／５年

スタート時点

条件①

条件② ５０ｍSv ５０ｍSv ５０ｍSv ５０ｍSv ５０ｍSv

両
方
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厚生労働省のHPから 6



県・仙台市保健所の立入検査前チェックリスト

立入検査前に各病院の各担当が
記載し保健所に事前提出

【チェックリストの種類】

管理（事務）、医療安全、院内感染、
医薬品管理、医療機器安全、
検体検査の精度管理、放射線管理など
（放射線は、RIと放射線治療の３種類）

保健所ではチェックリストの記載内容
を当日の立入検査で確認
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放射線管理のチェックリスト（被ばく線量管理）

放射線管理１
【18】個人被ばく線量の測定結果

前年度１年間の
病院全体の被ばく線量を把握

（等価線量：水晶体の値に注意）

前年度１年間で
被ばく線量が高かった
従事者の業務内容を
把握（被ばく原因）

特に20ｍSv
以上

水晶体

上位３名 8



令和４年度 （仙台市内の病院のみ）

被ばく線量の状況（等価線量：水晶体） 直近

20mSv以上の例

線量（年間） 人数

検出されず 2,309

0.1-5.0mSv 1,210

5.1-20mSv 110

20mSv以上 5

仙台市内の全病院（対象外を除く）の
保健所立入検査前チェックリスト集計
結果から（病院数48：回収率100％）

年間 職種 原因

29.2mSv 医師 IVR

25.5mSv 医師 透視

25.0mSv 医師 IVR

22.2mSv 医師 IVR

20.7mSv 医師 透視

50mSv 以上なし

検出されず
64％

20ｍSv以上
0％

5.1-20ｍSv
3％

0.1-5.0ｍSv
33％

仙台市以外の病院（県保健所）は現在集計中

最新の立入検査
結果から
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５年間を意識しながら被ばく管理

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 ５年合計

等価線量
（水晶体）
年間

20ｍSv以上 20ｍSv以上 20ｍSv以上 20ｍSv以上
線量限度

100ｍSv
４年間で80ｍSｖ以上

100ｍSv超えたら

20mSv以上の例（R4年度）

年間 職種 原因

29.2mSv 医師 IVR

25.5mSv 医師 透視

25.0mSv 医師 IVR

22.2mSv 医師 IVR

20.7mSv 医師 透視

こちらの先生方の年間被ばく線量
が令和３年～６年度も同程度で
あれば、令和６年～７年年度内に
線量限度を超える可能性がある

20mSv以上の方は
年間の線量限度
（50ｍSv）以内で
も５年管理でみれ
ば要注意

５年しばりは
令和８年度
でリセット
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放射線管理のチェックリスト（全体管理）

放射線管理１ 【19】放射線被ばく線量の全体管理

被ばく線量（水晶体）は、
年間の線量限度（50ｍSv）
のみならず、５年単位を
意識して把握する必要が
あります

病院全体の被ばく線量管理は、
可能であれば、担当を決めて管理してほしい。

（医師に専門的立場で助言できる放射線技師が望ましい）
（事務任せではダメ）

・全員をグラフ化
・病院長まで毎月

回覧（共有）
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千代田テクノルHP

５年間の水晶体線量
（令和３年度から５年）

管理担当者は、毎月、
ここを確認！

千代田テクノル
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長瀬ランダウア提供

５年間の水晶体線量
（令和３年度から５年間）

管理担当者は、
毎月、ここを確認！

長瀬ランダウア
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放射線管理のチェックリスト（線量の継続把握）

放射線管理１ 【16】個人被ばく線量の継続した線量管理状況

他の医療機関から異動してきた従事者の
累積線量を把握する必要があります。
（特にIVRを実施している医師などは、
前所属でかなり被ばくしている可能性あり）

５年ブロック単位の始まりである
令和３年～累積線量

個人線量測定会社が同じ
場合は、データが引き継
がれますが、違う場合は、
合算が必要。
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各社測定の線量は合算が可能（各社申込書あり）

前の職場（長瀬ランダウア） → 現職場（千代田テクノル） 前の職場（千代田テクノル） → 現職場（長瀬ランダウア）

前の職場の個人被ばく線量測定会社を確認し、会社が異なる場合は、
累積線量を引き継ぐこと可能 （各会社に問い合わせ：手続き必要）
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長瀬ランダウア提供千代田テクノル提供



厚生労働省のHPから 16



放射線管理のチェックリスト（装着状況）

放射線管理１
【15】個人線量計の装着状況

水晶体の被ばく線量が高い
可能性のある業務を把握

正確に測定するに
は、
専用の測定器が必要

頭頚部用のバッチでは
実際よりも高く検出される
可能性があり

眼の近傍（防護メガネの内側）
に眼の水晶体用線量計を装着

水晶体用線量計

（千代田テクノル）

（長瀬ランダウア）
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令和４年度（仙台市内）

水晶体被ばくの原因

線量（年間） 人数

2,309

0.1-5.0mSv 1,210

5.1-20mSv 110

20mSv以上 5

仙台市内の全病院（対象外を除く）の
保健所立入検査前チェックリスト集計
結果から（病院数48：回収率100％）

仙台市以外の病院（県保健所）は現在集計中

血管撮影

21%

消化器系透視

31%

手術室外科用

イメージ

17%

透視等の介助

16%

一般・ポータブル

15%

水晶体の等価線量５ｍSv以上の被ばく理由

（各病院：上位３位以内の115名の従事者集計）

業務内容
（被ばく原因）
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個人線量の算定方法

体幹部不均等被ばく：胸部または腹部 ＋ 頭頸部

算定項目 算定方法

実効線量

実効線量 = 0.08Ha + 0.44Hb + 0.45Hc + 0.03Hm…1）

Ha：頭頸部に装着したガラスバッジの1cm線量当量
Hb：胸部に装着したガラスバッジの1cm線量当量
Hc：腹部に装着したガラスバッジの1cm線量当量
Hm：Ha、Hb、Hcのうちの最大の1cm線量当量

※鉛プロテクターを着け、頭頸部とプロテクター 内側に2個装着した場合について考えてみます。
Hcの測定値がないので、 Hc＝Hb…2）であると考え、また通常であれば Hm=Ha…3）が成り立ちますので、
1）に2）と3）を代入すると、1）は次のとおりとなります。

実効線量＝0.11Ha + 0.89Hb（Hc）…4）

等価線量
(皮膚)

胸部、腹部または頭頸部に装着したガラスバッジの70μm線量当量の最大値
【ガラスリングを使用した場合】
●パートタイム方式※1

「胸部、腹部または頭頸部に装着したガラスバッジの70μm線量当量の最大値」 + 「ガラスリングの70μm線量当量」
●フルタイム方式※2

「胸部、腹部または頭頸部に装着したガラスバッジの70μm線量当量の最大値」と「ガラスリングの70μm線量当量」の最大値

等価線量
(水晶体)

頭頸部に装着したガラスバッジの1cm線量当量と70μm線量当量の最大値

等価線量
(女子腹部表面) 腹部に装着したガラスバッジの1cm線量当量

※1 ガラスリングを必要時に装着している場合（デフォルト設定）
※2 ガラスリングを常に装着している場合

千代田テクノルの資料から
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長瀬ランダウアの
測定器でも同じ計算



不均等被ばくの計算方法（例）

測定値 測定結果

1 cm線量当量 0 mSv

70 μm線量当量 0 mSv

胸腹部用
ガラスバッジ

算定項目 算定結果

実効線量 0.2 mSv

眼の水晶体の等価線量 2.6 mSv

測定値 測定結果

1 cm線量当量 2.0 mSv

70 μm線量当量 2.6 mSv

頭頸部用
ガラスバッジ 実効線量の計算 0.89×0＋0.11×2.0=0.22

千代田テクノルの資料から

胸腹部用バッチは
プロテクターの中
に装着

プロテクターの中の
ため通常検出されな
い場合が多い

胸腹部用バッチがゼロの
場合でも、頭頚部用の
バッチの線量が影響し
て、実効線量が算出され
るのでゼロにはならない
（実効線量の定義確認）

バッチ２個装着（不均等被ばく）の場合

胸腹部用バッチの検出値 実効線量
20画像 ©千代田テクノル



測定値 測定結果

1 cm線量当量

70 μm線量当量

測定値 測定結果

1 cm線量当量 2.0 mSv

70 μm線量当量 2.6 mSv

胸腹部用
ガラスバッジ

頭頸部用
ガラスバッジ

算定項目 算定結果

実効線量 2.0 mSv

眼の水晶体の等価線量 2.6 mSv

不均等被ばく測定しているのに実効線量が高い？

実効線量が等価線量
と近い値が検出され
る場合は？

算定項目 算定結果

実効線量 0.2 mSv

眼の水晶体の等価線量 2.6 mSv

胸部用のバッチに
どのくらい検出され
ているのか
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測定値 測定結果

1 cm線量当量 2.0 mSv

70 μm線量当量 2.6 mSv

測定値 測定結果

1 cm線量当量 2.0 mSv

70 μm線量当量 2.6 mSv

胸腹部用
ガラスバッジ

頭頸部用
ガラスバッジ

算定項目 算定結果

実効線量 2.0 mSv

眼の水晶体の等価線量 2.6 mSv

実効線量の計算 0.89×2.0＋0.11×2.0=2.0

胸腹部のバッチに検出されている？

胸腹部用バッチはプロテクターの中に
装着することになっているのに、
頭頚部用と同じ線量になっている

＝ 不均等被ばくではない？

胸腹部のバッチの装着方法に
問題がないか確認！！
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装着部位に問題ないか

正しい装着方法（例）

頭頚部用

胸腹部用

間違った装着（例①）

頭頚部用

胸腹部用

逆

間違った装着（例②）

胸腹部用

頭頚部用

プロテクター
の外側

プロテクター
の内側

改善が必要な装着（例③）

胸腹部用

頭頚部用

胸部に近い
位置

23画像 ©千代田テクノル

実効線量↑ 実効線量↑ 水晶体線量↑↑



胸腹部のバッチが検出されていることを確かめる方法

こちらの個人線量算定報告書では、計算された
実効線量の値のみ記載されている。
（胸腹部用バッチの実測値は確認できない）

個人線量測定値報告書では、
バッチの装着部位毎に、
1ｃｍ、70μｍ線量当量の値
が確認できる

千代田テクノル

24

胸腹部のバッチに
直接検出されてい
たら、装着部位を
要確認



胸腹部のバッチが検出されていることを確かめる方法 長瀬ランダウア

測定値の欄で
１ｃｍ、70μｍ線量当量の
値が確認できる
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胸腹部のバッチに
直接検出されてい
たら、装着部位を
要確認
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実効線量の異常値に気が付けるか？

どこか線量値が
おかしくないか？
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実効線量の異常値に気が付けるか？

実効線量
3.5ｍSv

水晶体線量
0.1ｍSv

実効線量の値
高くない？

実効線量
0.2ｍSv

水晶体線量
3.4ｍSv

例：３月分（１か月） 年度内分（１年間）

A医師
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実効線量の異常値に気が付けるか？

A医師
年間の実効線量 ：3.5ｍSv

水晶体線量：3.4ｍSv
A医師個人の

胸腹部用の詳細データ

A医師個人の
頭頚部用の詳細データ

頭頚部用のバッチ
で検出された値が
影響して算出され
た実効線量値にし
ては、値が大きい

胸腹部のバッチに検出された
のではないか

胸腹部用のバッチ
１㎝線量当量に毎
月検出されている

頭頚部用のバッチには、どの
くらい検出されているのか

だから実効線量が高い！

個人線量測定値管理票で確認

頭頚部用のバッチ
70μｍ線量当量に
も毎月検出されて
いるが、胸腹部用
とほぼ同じ値

プロテクター着用している
が、

正しい位置に装着していない
可能性があり！

均等被ばくしている？

A医師に確認した
ところ装着場所が
間違っていた



労働基準監督署の規制強化

【厚生労働省からの通知】

医療機関の被ばく線量の管理

「放射線障害防止対策に係る都道府県労働局との連携について」
令和３年１月28日付け医政地発0128第４号厚生労働省医政局地
域医療計画課長通知

労働基準監督署と保健所が

連携して取り組むように
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医療放射線に関する法律

医
療
機
関
の
被
ば
く
管
理

は
、

保
健
所
と
労
働
基
準
監
督
署

が
指
導
（
2

重
規
制
）

労働安全衛生法は
労働基準監督署が所管

医療機関における
診療従事者の被ばく管理

医療法は保健所
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電離放射線障害防止規則と健康診断

医療機関で健康診断実施 → 労働基準監督署に報告

第五十八条 事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。)又は
第五十六条の二第一項の健康診断を行つたときは、遅滞なく、それぞれ、電離放
射線健康診断結果報告書(様式第二号)又は緊急時電離放射線健康診断結果報告書
(様式第二号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第五十六条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る
も のに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一
回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

健康診断

健康診断結果報告

31

年２回実施

指定様式で
提出



電離放射線健康診断結果報告書 (様式第２号)

対象年
〇年〇月～〇年〇月

６か月に１度

健康診断を受診した
従事者の被ばく線量区分

病院側では、
対象年の期間
（半年分）の
線量を記載？

備考
12
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前年度の１年間の線量を記載 （保健所のチェックリストと同じ）

備考

直近の半年分ではなく、
前年１年間に受けた線量

保
健
所
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト同じ線量区分に

なっていますの
で、こちらの数
値と一致

例）令和５年 ６月に１回目の健康診断実施 → 令和４年度の被ばく線量を記載
令和５年12月に２回目の健康診断実施 → 令和４年度の被ばく線量を記載
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事務職員が作成する場
合が多いと思いますが、
放射線科でも必ず確認
してください



労働基準監督署と保健所の連携

労働基準監督署

実効線量
等価線量

電離放射線健康診断結果報告書

５０ｍSv／年
を超える

医療機関

立入調査

年２回
健康診断実施後に

遅滞なく報告

両方！

保健所

立入検査等

都道府県庁都道府県の労働局

２０～５０
ｍSv／年

情報提供

毎月１回
病院名と該当者数

被ばく線量
結果報告書

情報提供

労働安全衛生法
第90条～94条

医療法第25条
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被ばく線量管理は病院組織の問題

電離放射線障害予防規則第５条違反

第５条
事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては５年間

につき100ｍSv及び一年間につき50ｍSVを、皮膚に受けるものについては一年間につき500ｍSv
を、それぞれ超えないようにしなければならない。

労働基準関係法令違反に係る公表事案 （宮城労働局のHPから）

宮城県内の医療機関が線量限度越えで労働基準監督署が立入調査

35

管理者が書類送検
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ま と め

・ 水晶体の線量限度は、被ばく低減措置と

５年単位のブロック管理を行う

・ 正しい装着方法と高線量検出時の確認

・ 労働基準監督署の動きに注視
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